
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 

　　　　　　　昭和28・８・７　法律１７１号　　

---------------------------------------------------------------------------------------

第１条 　この法律は、電気事業（一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給す

ることを主たる目的とする事業をいう。以下同じ。）及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び

国民の日常生活に対する重要性にかんがみ、公共の福祉を擁護するため、これらの事業につい

て、争議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする。

　  

　  

第２条 　電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を

停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。

　  

　  

第３条 　石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法（昭和24

年法律第70号）に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に

対する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるも

のをしてはならない。

---------------------------------------------------------------------------------------

　　附　則

　  

１ 　この法律は、公布の日から施行する。

　  

２ 　政府は、この法律施行の日から起算して３年を経過したときは、その経過後20日以内に、も

しその経過した日から起算して20日を経過した日に国会閉会中の場合は国会召集後10日以内に、

この法律を存続させるかどうかについて、国会の議決を求めなければならない。この場合におい

て、この法律を存続させない旨の議決があつたとき、又は当該国会の会期中にこの法律を存続さ

せる旨の議決がなかつたときは、その日の経過した日から、この法律は、その効力を失う。

　  

３ 　前項の規定によりこの法律がその効力を失つたときは、政府は、速やかにその旨を公示しな

ければならない。

　  



--------------------------------------------------------------------------------

注・電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の存続について（官報官

庁報告）

　電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法津（昭和28年法律第171号）

は、同法附則第２項の規定により、昭和31年12月８日、同法を存続させる旨の国会の議決があつ

たので、今後引き続き存続することとなつた。

昭和31年12月13日

労働大臣　倉　石　忠　雄


